
（建設業法第３条第１項の規定により建設業の許可を受けている建設業者用）

○は提出が必要

主任電気
工事士が
第一種電
気工事士
免状取得
者である

主任電気
工事士が
第二種電
気工事士
免状取得
者である

第一種電
気工事士
免状取得
者である

第二種
電気工
事士免
状取得
者であ
る

１

様式第１９
　電気工事業に係る変更
　届出書

２ 手数料は不要

３
建設業の許可通知書等の
写

○
（受付印
  がある
 変更届
 出書）

○
（受付印
  がある
 変更届
 出書）

○

登記事項証明書（履歴事
項全部証明書）
（申請者が法人の場合）

　　　　又は
住民票
（申請者が個人の場合）

申請者の住所と営業所の所在地が
異なる場合は、営業所の所在地を
確認するための書類（例・消印が
あり住所、屋号、氏名が確認でき
る郵便物など）の写も必要

○

５ 備付器具調書

６

現在交付されている
電気工事業者届出受理
通知書（原本）

○

　　○
（変更届出
   者の商号
   又は名称
　の変更の
　場合のみ
   提出）

７

変更届出遅延理由書
様式は任意
（変更の日から３０日
　を過ぎて変更の届出
　を提出する場合のみ）

８ 誓約書（主任電気工事士用）

９ 雇用証明書

１０

電気工事士免状の写
（第一種電気工事士免状取得
  者の場合は、定期講習受講
  記録の写も含む）

○
（個人から法
人となった場
合で建設業許
可番号が変わ
らない場合の

み提出）

１１

3年以上の実務経験証明書
（第二種電気工事士免状取得者
　の場合のみ）
証明者が一般用電気工作物等に係
る電気工事のみを施工する者で長
崎県以外の登録電気工事者である
場合は、登録電気工事業者登録証
又は電気工事業者届出受理通知書
の写も必要

○ ○

※１　変更届出者本人が主任電気工事士の業務に従事する場合は不要

　　　必　要　書　類

　（提出部数）
　　変更内容が複数あり
　　同時に届出を行う場
　　合は、書類の種類ご
　　とに1部あればよい）

変
　
更
　
届
　
出
　
者

○

○
※１

○

主任電気工事士

変更届出後の
電気工事（一般用電気工作物等、自家用電気
工作物）の種類

一般用電気工作
物等のみを行う
場合

電気工事業に係る変更届出に必要な書類（みなし登録電気工事業者）

　法人の
　代表者
　又は
　個人業
　者の氏
　名

  変更届出
  者の商号
  又は名称
  及び住所、
  営業所の
  名称及び
  所在地

変更届出
者の建設
業の許可
の年月日
や番号
(許可の
 更新等)

○
※１

主任電気工事は
第一種電気工事士
免状取得者

○
※１

主
任
電
気
工
事
士

○

４

－

○

   　　　○
（ただし、営業所 の
所在地のみ変更の場
合は不要）

変 　更 　内　 容　　

○
※１

○

自家用電気工作
物のみを行う場
合

一般用電気工作
物等及び自家用
電気工作物を行
う場合

主任電気工事は
第一種電気工事士
免状取得者

○


